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補 助 金 等 交 付 決 定 通 知 書

富 士 市 指 令 環 廃 第 2号

平 成 23年 7月 25日

NPO法人富士市のごみを考える会

代表  竹  内  敏  夫   様

富士市長  鈴 木

平成23年 7月 14日 付けで申請めあつた補助金については富士市補助金等

交付規則第6条 の規定により下記条件を付し交付する。

1補 助 金 額 ¥100,000 円

使途又は目的

富士市のごみを減量するための市民への啓発活動を行う

ことを目的とする。フジスマー トプラン達成のため、一

人の 100歩 より100人 の1歩を目指 して、市民一人

一人へのごみの減量 ・リデュース ・リユース ・リサイク

ルヘの働きかけを呼びかけていくこと。

条件及び指示

1 富 士市補助金等交付規則に基づく市長の指示に従う

こと。

2 補 助金の目的外使用等の不正があった場合は、補助

金等の交付決定の全部もしくは一部を取り消し返還

を求めるので注意すること。
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